
　

平
成
22
年
度
の
市
・
県
民
税
の
算

定
の
基
と
な
る
昨
年
１
年
間
の
所

得
金
額
な
ど
を
申
告
す
る
も
の
で

す
。

　

市
・
県
民
税
の
申
告
を
さ
れ
て
い

な
い
と
、
国
民
健
康
保
険
料
や
介
護

保
険
料
の
決
定
、
保
育
園
、
公
営
住

所
得
税
に
つ
い
て

●
長
門
税
務
署　

℡
22
‐
２
４
４
１

（
選
択
ナ
ン
バ
ー 「
０ゼ
ロ

」）

市
・
県
民
税
に
つ
い
て

●
市
役
所 

税
務
課 
市
民
税
係

℡
23
‐
１
１
２
４

市
・
県
民
税

宅
、
福
祉
医
療
、
児
童
手
当
の
申
請

や
所
得
・
課
税
証
明
の
発
行
な
ど
に

不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
税
務
課
市
民
税
係
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

  

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

　

平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

に
住
所
の
あ
る
人
で
、
平
成
21
年
中

に
次
の
所
得
が
あ
っ
た
人

①
商
業
、
工
業
、
農
業
、
漁
業
、
医

業
等
の
事
業
所
得
が
あ
っ
た
人

②
地
代
、
家
賃
、
受
取
小
作
料
等
収

入
や
不
動
産
の
売
却
な
ど
に
よ
る

所
得
が
あ
っ
た
人

③
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら
市

税
務
課
へ
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
が
な
か
っ
た
人

④
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し

な
か
っ
た
人
や
２
ヵ
所
以
上
か
ら

給
与
を
も
ら
っ
た
人

⑤
平
成
21
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た

人

  

市
・
県
民
税
の
申
告
が
不
要
な
人

①
税
務
署
に
平
成
21
年
中
の
所
得

税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

②
平
成
21
年
中
の
所
得
が
給
与
又

は
年
金
だ
け
で
、
そ
の
支
払
者
か

ら
市
税
務
課
へ
給
与
支
払
報
告

書
、
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
人

③
平
成
21
年
中
に
収
入
が
な
く
長

門
市
内
に
住
所
が
あ
る
親
族
の
扶

養
に
な
っ
て
い
る
人

必
要
な
も
の

問
い
合
わ
せ

・
印
鑑
（
認
印
）

・
申
告
書
が
送
ら
れ
て
い
る
人
は
、

そ
の
申
告
書

・
各
種
事
業
所
得
の
あ
る
人
は
、
各

種
収
支
内
訳
書
（
収
入
・
経
費
ご

と
に
集
計
し
、
領
収
書
は
必
ず
持

参
し
て
く
だ
さ
い
）

・
農
業
、
不
動
産
等
の
事
業
用
固
定

資
産
償
却
費
が
あ
る
人
は
、
昨
年

５
月
に
固
定
資
産
税
納
付
書
に
同

封
し
た
固
定
資
産
税
課
税
証
明
書

・
給
与
や
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

（
必
ず
原
本
が
必
要
で
す
）

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医

療
費
の
領
収
書
や
保
険
な
ど
で
補

て
ん
さ
れ
る
金
額
の
明
細
書
（
領

収
書
は
あ
ら
か
じ
め
医
療
を
受
け

た
人
、
医
療
機
関
ご
と
に
整
理
・

集
計
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
）

・
社
会
保
険
料
控
除
や
生
命
・
地
震

保
険
料
控
除
を
受
け
る
人
は
、
各

種
支
払
証
明
書
や
領
収
書

・
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、
障

害
者
手
帳
等

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
人
は
、
住
民
票
の
写
し
、
登
記

簿
謄
本
ま
た
は
抄
本
、
請
負
契
約

書
ま
た
は
売
買
契
約
書
（
収
入
印

紙
貼
付
済
み
）
の
写
し
、
住
宅
借

入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
な
ど

  

農
業
申
告
を
さ
れ
る
人
へ

　

営
農
口
座
を
お
持
ち
の
人
は
、
農

協
か
ら
送
付
さ
れ
る
営
農
口
座
取

　

平
成
11
年
〜
平
成
18
年
ま
で
、

ま
た
は
平
成
21
年
〜
平
成
25
年

ま
で
の
間
に
居
住
開
始
し
た
人

で
、
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
し
き

れ
な
か
っ
た
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
が
あ
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
翌
年
度
分
（
平
成
22
年

度
分
）
の
住
民
税
額
か
ら
控
除
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

適
用
を
受
け
る
場
合
、
昨
年
ま
で

は
申
告
書
を
提
出
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
し
た
が
、
一
部
の
人
（※）

を
除
き
、
平
成
22
年
分
か
ら
は
申

告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

平
成
11
年
〜
平
成
18
年
ま
で
の
間

に
居
住
し
た
人
で
山
林
所
得
ま
た

は
退
職
所
得
が
あ
る
人
、
も
し
く

は
、
所
得
税
に
お
い
て
平
均
課
税

を
行
っ
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、

異
な
る
控
除
額
が
適
用
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
控
除
を
受

け
る
場
合
に
は
、
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

今
年
も
確
定
申
告
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
申
告
の
準
備

は
お
済
み
で
す
か
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
２
月
16
日
（火）
か
ら
３
月
15
日
（月）
ま
で
、
市
・
県

民
税
の
申
告
相
談
は
２
月
12
日
（金）
か
ら
３
月
15
日
（月）
ま
で
で
す
。
期
限
が

近
づ
く
と
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
と
相
談
は
で
き
る
だ
け
早
く

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
申
告
に
よ
り
、
平
成
21
年
分
の
所
得
税
が
確
定
し
、
平
成
22
年
度

分
の
市
・
県
民
税
や
国
民
健
康
保
険
料
、
介
護
保
険
料
等
を
算
出
す
る
重

要
な
資
料
と
な
り
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
正
し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
、
で
き
る
だ
け
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
書
は
郵
送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
ｅイ

ー
タ
ッ
ク
ス

‐ｔ
ａ
ｘ
）
で
も
提
出

で
き
ま
す
。

所

得

税

の
所
得
税
は
、
通
常
年
末
調
整
で
精

算
さ
れ
る
の
で
確
定
申
告
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
次
の

よ
う
な
人
は
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

①
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

②
１
ヵ
所
の
給
与
支
払
者
か
ら
給
与

を
受
け
、
給
与
所
得
お
よ
び
退
職

所
得
以
外
の
所
得
合
計
額
が
20
万

円
を
越
え
る
人

③
２
ヵ
所
以
上
の
給
与
支
払
者
か

ら
給
与
を
受
け
、
従
た
る
給
与
の

収
入
と
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
昨
年
１

年
間
の
所
得
金
額
を
総
決
算
し
、
そ

の
所
得
金
額
に
対
す
る
税
額
を
確
定

し
、
納
め
す
ぎ
た
税
金
、
納
め
足
り

な
い
税
金
を
精
算
す
る
も
の
で
す
。

  

確
定
申
告
が
必
要
な
人

■
給
与
所
得
者
の
場
合

　

給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）

得
以
外
の
所
得
合
計
額
が
20
万
円

を
越
え
る
人

そ
の
他
の
人
の
場
合

　

事
業
所
得
（
商
業
、
工
業
、
農
業
、

漁
業
、
医
業
等
に
よ
る
所
得
）
や
不

動
産
所
得
（
地
代
、
家
賃
等
に
よ
る

所
得
）、
配
当
、
公
的
年
金
や
そ
の

他
の
雑
所
得
、
満
期
保
険
金
等
の
一

時
所
得
、
不
動
産
の
売
却
な
ど
の
所

得
の
あ
る
人
で
、
こ
れ
ら
の
所
得
合

計
額
が
所
得
控
除
額
の
合
計
額
を

越
え
る
人
は
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

  

申
告
不
要
で
も
申
告
す
る
と

税
金
が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い

人
で
も
、
次
の
よ
う
な
人
は
確
定
申

告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
年
末
調
整
で
所
得
控
除
な
ど
に

漏
れ
が
あ
っ
た
人

②
支
払
っ
た
医
療
費
か
ら
保
険
金

な
ど
を
差
し
引
い
た
額
が
一
定
額

以
上
の
人

③
昨
年
の
途
中
で
勤
め
を
辞
め
た

ま
ま
再
就
職
せ
ず
、
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
人

④
マ
イ
ホ
ー
ム
の
取
得
や
大
規
模

改
修
を
ロ
ー
ン
で
し
た
人

⑤
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
実

際
に
計
算
し
た
所
得
税
よ
り
多
い

人
⑥
火
事
や
台
風
、
盗
難
な
ど
の
被
害

を
受
け
た
人

⑦
予
定
納
税
を
し
た
が
、
確
定
申
告

の
必
要
が
な
く
な
っ
た
人

⑧
特
定
の
寄
付
を
し
た
人

住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
中
に
ふ
る
さ
と
納

税
制
度
を
利
用
し
て
寄
付
を
さ

れ
た
方
は
、
こ
の
度
の
確
定
申
告

で
寄
付
金
額
の
５
千
円
を
超
え

る
部
分
に
つ
い
て
、
個
人
住
民
税

の
所
得
割
額
の
概
ね
10
％
を
限

度
と
し
て
、
所
得
税
と
あ
わ
せ
て

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
係
る
税
額
控
除

税
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

控
除
に
必
要
な
手
続
き
等

　

寄
付
金
の
領
収
書
を
添
付
し

て
、
確
定
申
告
期
間
内
に
忘
れ
ず

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

  

所
得
税
の
確
定
申
告
は

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　

税
務
署
や
申
告
相
談
会
場
で
は
、

申
告
書
を
自
分
で
作
成
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
記
載
方
法
な
ど
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入

力
し
て
所
得
税
、
消
費
税
の
申
告
書

や
青
色
決
算
書
な
ど
を
作
成
し
、
プ

リ
ン
タ
を
使
っ
て
印
刷
し
た「
書
面
」

を
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、「
確
定
申
告
書
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
用
の

デ
ー
タ
を
作
成
し
て
電
子
申
告
を

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

h
ttp
://w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/

  

所
得
税
の
確
定
申
告
相
談
受
付
日

●
期
間　

２
／
16 

（火）
〜
３
／
15 

（月）

（
土
・
日
除
く
）

●
時
間　

９

：

00
〜
16

：

00

●
会
場　

長
門
税
務
署

確
定
申
告
の
季
節
で
す

2010.2.1 67

引
通
知
書
（
年
間
集
計
表
）
を
必
ず

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

農
協
以
外
で
の
そ
の
他
必
要
経

費
と
な
る
領
収
書
等
は
、
あ
ら
か
じ

め
科
目
ご
と
に
整
理
・
集
計
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、米
の
作
付
け
の
あ
る
人
は
、

農
協
へ
の
出
荷
数
量
、
保
有
米
数
量

等
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
、
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

インターネット（e-Tax）でも申告できます！



月／日 曜 会　　　　場
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

通公民館
〃

仙崎公民館
〃
〃

俵山公民館
〃
〃

渋木東集落農事集会所
〃

物産観光センター
〃
〃
〃
〃

物産観光センター
〃
〃
〃
〃
〃

物産観光センター
〃

午前（9:00～12:00）
通１区・通２区・通３区・通４区
通９区・10区・11区・12区
白潟１区・南町・栄町・今浦町・北本町
白潟３区・鍛冶屋町・祇園町
青海・幸町・新町

大羽山・小原
黒川・上政
郷
山小根・大峠
真木

田屋
三ノ瀬・湯本
湊２区・湊３区・湊中央区
上郷・門前
小河内

指定日に来られなかった人
中山・板持１区
上川西２区・上川西３区
殿台
江良
上ノ原

指定日に来られなかった人
藤中

午後（13:00～16:00）
通５区・通６区・通７区・通８区
通13区・通14区・通15区・通16区
白潟２区・本町・洲崎町・錦町
中新町・旭町・大日比・新屋敷町・新開町
大泊・鳥越１区・鳥越２区

上安田・下安田
木津
七重・湯町
渋木１区・渋木２区・坂水
渋木３区・渋木中区

湊１東区・湊１西区
駅前・下郷
上川西１区・後ヶ迫
河原・大河内
正明市１区・正明市２区

指定日に来られなかった人
板持２区・板持３区・板持４区
境川
正明市３区・正明市４区・正明市５区
下川西
開作

指定日に来られなかった人
緑ヶ丘

月／日 曜 会　　　　場 午前（9:00～12:00）
一の瀬・三隅中畑・杉山

兎渡谷
宗頭（１～４班）
上中小野
三隅中村（１～６班）
麓・辻並・生島・津雲

大竹・正楽寺
湯免
豊原（上・下蓼原）
豊原（新町・駅前・西）
沢江

殿村新開・向開作
小島（西組、鬼崎組）
小島（堂組、中組）
野波瀬（１～７班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人

午後（13:00～16:00）
滝坂

樅の木
宗頭（５～９班）
下中小野
三隅中村（７～10班）、土手
市・飯井

平野・二条窪
久原
豊原（片川・東・沖・上・中・下）
向山・上東方
上ゲ

浅田
下東方
小島（上組・中組）
野波瀬（８～15班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人

月／日 曜 会　　　　場
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黄波戸（16～24班）
長崎
黄波戸（５～８班）
黄波戸口・向田
大内山上

国広・東坂本
野田北
亀山・古市上
原小路・川原
日置中村

狩宿・炭床
新市・農士園・北山
長行（１班、２班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人

午後（13:00～16:00）
矢ヶ浦・茅刈
黄波戸（１～４班）
黄波戸（９～15班）
西坂本・畑
大内山下

小野地
野田南
亀山団地・新町
古市下
堀田・真口

一円
上城・雨乞
長行（３班・４班・５班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人
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東津黄
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大浦東
久津

大和・南方
本郷・山崎
川尻東・上野東
赤屋・木吹
大江・浅井・尾崎

岡・宮ノ馬場・上り野
綾湖・貝川
上蔵小田
油谷中畑
河原浦

指定日に来られなかった人
大坊・田上・二ノ瀬・坂根
荒人・長久
広中
人丸・新別名
大迫
指定日に来られなかった人

午後（13:00～16:00）
西立石・大畠
上津黄・西津黄
青村・小田
大浦西・油谷
白木

水岬・上野西
田久道
川尻西・中ノ森
大川尻
里・伊上浦

前方・須方
掛渕
下蔵小田
渡場・芝崎
亀田・植松

指定日に来られなかった人
山根・札場
杣地・有宗
稲石
駅通
東大坊
指定日に来られなかった人
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大羽山・小原
黒川・上政
郷
山小根・大峠
真木

田屋
三ノ瀬・湯本
湊２区・湊３区・湊中央区
上郷・門前
小河内

指定日に来られなかった人
中山・板持１区
上川西２区・上川西３区
殿台
江良
上ノ原

指定日に来られなかった人
藤中

午後（13:00～16:00）
通５区・通６区・通７区・通８区
通13区・通14区・通15区・通16区
白潟２区・本町・洲崎町・錦町
中新町・旭町・大日比・新屋敷町・新開町
大泊・鳥越１区・鳥越２区

上安田・下安田
木津
七重・湯町
渋木１区・渋木２区・坂水
渋木３区・渋木中区

湊１東区・湊１西区
駅前・下郷
上川西１区・後ヶ迫
河原・大河内
正明市１区・正明市２区

指定日に来られなかった人
板持２区・板持３区・板持４区
境川
正明市３区・正明市４区・正明市５区
下川西
開作

指定日に来られなかった人
緑ヶ丘

月／日 曜 会　　　　場 午前（9:00～12:00）
一の瀬・三隅中畑・杉山

兎渡谷
宗頭（１～４班）
上中小野
三隅中村（１～６班）
麓・辻並・生島・津雲

大竹・正楽寺
湯免
豊原（上・下蓼原）
豊原（新町・駅前・西）
沢江

殿村新開・向開作
小島（西組、鬼崎組）
小島（堂組、中組）
野波瀬（１～７班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人

午後（13:00～16:00）
滝坂

樅の木
宗頭（５～９班）
下中小野
三隅中村（７～10班）、土手
市・飯井

平野・二条窪
久原
豊原（片川・東・沖・上・中・下）
向山・上東方
上ゲ

浅田
下東方
小島（上組・中組）
野波瀬（８～15班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人

月／日 曜 会　　　　場
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
１
２
３
４
５
６
７
14

２／

３／

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
日

黄波戸漁村センター
〃
〃

日置保健センター
〃

日置保健センター
〃
〃
〃
〃

日置保健センター
〃
〃

日置保健センター
物産観光センター

午前（9:00～12:00）
黄波戸（16～24班）
長崎
黄波戸（５～８班）
黄波戸口・向田
大内山上

国広・東坂本
野田北
亀山・古市上
原小路・川原
日置中村

狩宿・炭床
新市・農士園・北山
長行（１班、２班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人

午後（13:00～16:00）
矢ヶ浦・茅刈
黄波戸（１～４班）
黄波戸（９～15班）
西坂本・畑
大内山下

小野地
野田南
亀山団地・新町
古市下
堀田・真口

一円
上城・雨乞
長行（３班・４班・５班）

指定日に来られなかった人
指定日に来られなかった人

月／日 曜 会　　　　場
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
日

油谷宇津賀集落センター
〃
〃

山口県漁協大浦支店
油谷向津具公民館

油谷向津具公民館
〃

山口県漁協川尻支店
油谷支所
〃

油谷支所
〃
〃
〃
〃

油谷支所
〃
〃
〃
〃
〃

物産観光センター

午前（9:00～12:00）
東立石
東津黄
東後畑
大浦東
久津

大和・南方
本郷・山崎
川尻東・上野東
赤屋・木吹
大江・浅井・尾崎

岡・宮ノ馬場・上り野
綾湖・貝川
上蔵小田
油谷中畑
河原浦

指定日に来られなかった人
大坊・田上・二ノ瀬・坂根
荒人・長久
広中
人丸・新別名
大迫
指定日に来られなかった人

午後（13:00～16:00）
西立石・大畠
上津黄・西津黄
青村・小田
大浦西・油谷
白木

水岬・上野西
田久道
川尻西・中ノ森
大川尻
里・伊上浦

前方・須方
掛渕
下蔵小田
渡場・芝崎
亀田・植松

指定日に来られなかった人
山根・札場
杣地・有宗
稲石
駅通
東大坊
指定日に来られなかった人

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
14

２／

３／

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15

２／

３／

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
１
２
３
４
５
６
７
14

２／

３／

金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
日

宗頭文化センター

宗頭文化センター
〃

三隅保健センター
〃
〃

三隅保健センター
〃
〃
〃
〃

三隅保健センター
〃
〃

山口県漁協野波瀬支店

三隅保健センター
物産観光センター

※ できるだけ指定日にお越しください。
※ 指定日にお越しいただけない人は、同一会場の別日または休日相談日をご利用ください。
※ 市役所税務課・各支所地域窓口係の窓口では申告相談を実施いたしませんので、各申告会場にご来場ください。

※ 指定日にお越しいただけない人は、同一会場の別日または３月７日・14日をご利用ください。

※ 指定日にお越しいただけない人は、同一会場の別日または３月７日・14日をご利用ください。

※ 指定日にお越しいただけない人は、同一会場の別日または３月７日・14日をご利用ください。

※ 指定日にお越しいただけない人は、同一会場の別日または３月７日・14日をご利用ください。
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平成22年度　市県民税申告相談日程

平成 18年度　市県民税申告相談日程

平成22年度　市県民税申告相談日程

長門地区長門地区 長門地区三隅地区 長門地区日置地区 長門地区油谷地区

長門地区 三隅地区 日置地区 油谷地区

平成 18年度　市県民税申告相談日程

平成22年度　市県民税申告相談日程

長門地区長門地区 長門地区三隅地区 長門地区日置地区 長門地区油谷地区

長門地区 三隅地区 日置地区 油谷地区

平成 18年度　市県民税申告相談日程

平成22年度　市県民税申告相談日程

長門地区長門地区 長門地区三隅地区 長門地区日置地区 長門地区油谷地区

長門地区 三隅地区 日置地区 油谷地区

平成 18年度　市県民税申告相談日程

平成22年度　市県民税申告相談日程

長門地区長門地区 長門地区三隅地区 長門地区日置地区 長門地区油谷地区

長門地区 三隅地区 日置地区 油谷地区


